
3 款 2 項 4 目

17 年度 設定なし

- -
- - - - - - - -
- - - - - -

実施スケジュール
項目 25年度以前 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度以降

83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 415,000

向こう5年間の直接事業費の推移

年度
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 5年間の実績

民間保育所入所児童数 人 59 60 59 59
民間保育所箇所数 箇所 1 1 1 1

項目 単位 25年度実績 26年度予定 9月末の実績 26年度実績

一般財源 16,464 69,431 24,539 72,374

事業活動の実績（活動指標）

財源内訳 地方債 0 0 0 0
その他 13,635 14,378 5,729 12,286

25,546
県支出金 21,784 117,804 0 99,639

人件費 1,545 1,193 1,193 1,193
国庫支出金 35,697 31,211 0

7,954
補助事業人件費 0 0 0 0

人件費
内訳

人工数 0.19 0.15 0.15 0.15
人件費単価 8,135 7,954 7,954

1,193
合計 0 232,824 30,268 209,845

事業費
直接事業費 86,035 231,631 29,075 208,652
人件費 1,545 1,193 1,193

改善策の
具体的

取り組み

事業費及び財源内訳
項　　　目 25年度決算 26年度予算 9月末の執行状況 26年度決算

事業の目的

保護者の労働又は疾病等により、監護を必要とする乳児、幼児及び児童が保育に欠ける場合において、保護
者からの申込みに基づき、当該児童等を市内私立保育所（さくら幼児園）に入所させ、保育を行う。

事業の内容

保護者の仕事の都合などにより、保育に欠ける乳児、幼児及び児童の市内私立保育所（さくら幼児園）におけ
る保育を運営委託している。※延長保育実施

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

老朽化した園舎を改築し、定員数を増加させ保育サービスの充実を図っていく。

事業の対象 市内に居住し、保育に欠ける０〜５歳児のいる世帯で、仕事の関係等で市内私立保育所（さくら幼児園）に入所を希望する人

根拠法令等
児童福祉法

事業の性格 法定事務
実施期間 【開始年度】 平成 【開始年度】

所管課情報 担当課： 子育て支援課 電話番号（内線）： 552
記入者情報 所属長： 西川 重子 担当責任者： 下岡 裕基

事務事業名 私立児童運営事業
予算科目

総合計画での位置付け
福祉の向上と保健・医療の充実〜やすらぎとぬくもりのまちづくり〜
少子化対策の充実

平成26年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

一般事務 公共建設事業 評価対象外事業



3二次評価
（所属部長）

一次評価結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。

意見、課題
 子ども・子育て新制度の施行により、今後市内に民設民営による新たな認定子ども園、小規模保育園が
増えてくることも予想されるため、既設園（さくら幼児園）への運営委託の見直しについても検討を進める
必要がある。

課題認識

私立保育所の保育料滞納が増加しているため、滞納対策を検討する。

二次評価

B成果向上の可能性 4
施策への貢献度 4

効率性
手段の最適性 4

Bコスト効率

課題認識

公立に比べて私立保育所の保育所の滞納額が増加傾向にあることから、他の自治体等の例を参考に方
策を検討し、滞納対策に努めたい。

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 4

B

4
受益者負担の適正 4

施策への貢献度 4

市民ニーズへの対応 4
市の関与の妥当性 4

有効性
事業の効果 3

自己評価

自己評価
（担当責任者）

妥当性
目的の妥当性 4

B市民ニーズへの対応 4
市の関与の妥当性 4

効率性
手段の最適性 4

Bコスト効率 4
受益者負担の適正 4

有効性
事業の効果 3

B成果向上の可能性 4

目　　標 1 1 2 3
実　　績 1 1 0 0

成果指標

成果指標
民間保育所箇所数

指標設定の
考え方

さまざまな保護者の保育ニーズと待機児童の解消に努めていく上で、民間保育所の設置及び公設民営化に
移行していく必要がある。

区分年度 25年度 26年度 27年度 目標28年度



3
経営者会議の最終判断

事業の方向性
下記の点を見直しの上、継続する。

意見、課題

二次評価の内容を踏まえ見直すこと。

行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）


